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(57)【要約】
【課題】電力系統から切り離された状態でも漏電や地絡
の検出を可能にする。
【解決手段】電力変換装置１は、直流電力を交流電力に
変換するインバータ部10と、インバータ部10の一対の出
力端をそれぞれ電流制限素子11，12を介して各別に接地
する接地回路とを備えている。故に、インバータ部10の
出力端が接地回路によって接地されているので、電力系
統から切り離された状態でも漏電や地絡の検出が可能に
なる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、当該インバータ部が具備する複数の出
力端のうちで電力系統から切り離されている少なくとも何れか１つの出力端を接地する接
地回路とを備えることを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　前記接地回路は、電流制限素子を介して前記出力端を接地してなることを特徴とする請
求項１記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記インバータ部は一対の出力端を具備し、前記接地回路は、当該一対の出力端をそれ
ぞれ電流制限素子を介して各別に接地してなることを特徴とする請求項２記載の電力変換
装置。
【請求項４】
　前記インバータ部の出力側若しくは前記接地回路の出力側に設けられて給電路に流れる
不平衡電流を検出する電流検出器と、当該電流検出器で検出される不平衡電流が所定のし
きい値を超えた場合に前記インバータ部から前記給電路への電力供給を停止させる電力供
給停止手段とを備えることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の電力変換装置
。
【請求項５】
　前記インバータ部の入力側に設けられた漏電検出部と、当該漏電検出部で漏電が検出さ
れた場合に前記インバータ部から前記給電路への電力供給を停止させる電力供給停止手段
とを備えることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　前記インバータ部は、入力側と出力側が電気的に絶縁されていない非絶縁型であること
を特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の電力変換装置。
【請求項７】
　前記インバータ部の出力端を電力系統に接続するための系統連系用の端子部と、前記イ
ンバータ部の出力端と前記系統連系用端子部との接続を開閉する開閉部と、前記インバー
タ部の出力端に対して前記接地回路を介して前記開閉部及び前記系統連系用端子部と並列
に接続された自立運転用の端子部とを備えることを特徴とする請求項１～６の何れか１項
に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　前記インバータ部の入力側又は出力側に直流漏電検出器が設けられ、当該直流漏電検出
器で検出される漏電電流が所定のしきい値を超えた場合に前記インバータ部から前記給電
路への電力供給を停止させる電力供給停止手段とを備えることを特徴とする請求項３記載
の電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電装置で発電された電力を所望の電力に変換して負荷に供給する電力変換
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽電池(発電装置)で発電された直流電力をパワーコンディショナ(電力変換装
置)で交流電力に変換した後に負荷に供給する太陽光発電システム(電力供給システム)が
提供されている(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　特許文献１記載の従来例は、系統連系形の太陽光発電システムであって、そのパワーコ
ンディショナは、系統連系運転と自立運転の２つの運転モードが切り換えられるようにな
っている。そして、特許文献１記載のパワーコンディショナは、太陽電池の直流出力を交
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流に変換するインバータを備え、自立運転時には解列開閉器により電力系統から系統分離
されるとともに、自立運転用ブレーカを介して自立運転用給電装置(コンセント)に給電す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２５９１７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、自立運転時のパワーコンディショナのように電力系統から独立した電力変換
装置においては、漏電や地絡(以下、漏電等と略す。)を検出して給電路を遮断する機能が
設けられていなかった。つまり、給電路に発生する漏電等の検出には、通常、零相変流器
が用いられるが、漏電等によって給電路に流れる不平衡電流を零相変流器で検出するため
には、少なくともインバータの出力側で給電路が接地されていなければならない。しかし
ながら、上記従来例ではインバータの出力側で給電路が接地されていないために漏電等を
検出することができなかった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、電力系統から切り離された状態でも
漏電や地絡の検出を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電力変換装置は、直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、当該インバ
ータ部が具備する複数の出力端のうちで電力系統から切り離されている少なくとも何れか
１つの出力端を接地する接地回路とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　この電力変換装置において、前記接地回路は、電流制限素子を介して前記出力端を接地
してなることが好ましい。
【０００９】
　この電力変換装置において、前記インバータ部は一対の出力端を具備し、前記接地回路
は、当該一対の出力端をそれぞれ電流制限素子を介して各別に接地してなることが好まし
い。
【００１０】
　この電力変換装置において、前記インバータ部の出力側若しくは前記接地回路の出力側
に設けられて給電路に流れる不平衡電流を検出する電流検出器と、当該電流検出器で検出
される不平衡電流が所定のしきい値を超えた場合に前記インバータ部から前記給電路への
電力供給を停止させる電力供給停止手段とを備えることが好ましい。
【００１１】
　この電力変換装置において、前記インバータ部の入力側に設けられた漏電検出部と、当
該漏電検出部で漏電が検出された場合に前記インバータ部から前記給電路への電力供給を
停止させる電力供給停止手段とを備えることが好ましい。
【００１２】
　この電力変換装置において、前記インバータ部は、入力側と出力側が電気的に絶縁され
ていない非絶縁型であることが好ましい。
【００１３】
　この電力変換装置において、前記インバータ部の出力端を電力系統に接続するための系
統連系用の端子部と、前記インバータ部の出力端と前記系統連系用端子部との接続を開閉
する開閉部と、前記インバータ部の出力端に対して前記接地回路を介して前記開閉部及び
前記系統連系用端子部と並列に接続された自立運転用の端子部とを備えることが好ましい
。
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【００１４】
　この電力変換装置において、前記インバータ部の入力側又は出力側に直流漏電検出器が
設けられ、当該直流漏電検出器で検出される漏電電流が所定のしきい値を超えた場合に前
記インバータ部から前記給電路への電力供給を停止させる電力供給停止手段とを備えるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の電力変換装置は、電力系統から切り離された状態でも漏電や地絡の検出が可能
になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態１を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態２を示すブロック図である。
【図３】(ａ)，(ｂ)は同上の別の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態３を含む系統連系形の太陽光発電システムのシステム構成図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　(実施形態１)
　本実施形態の電力変換装置１は、図１に示すように発電装置２で発電される直流電力を
交流電力に変換し、給電路５を介して負荷３に交流電力を供給するものである。なお、発
電装置２は太陽電池や燃料電池などで構成される。
【００１８】
　電力変換装置１は、直流電力を交流電力に変換するインバータ部10と、インバータ部10
が具備する複数(図示例では２つ)の出力端のうちで電力系統から切り離されている少なく
とも何れか１つの出力端を接地する接地回路とを備えている。本実施形態における接地回
路は、インバータ部10の一対の出力端をそれぞれ電流制限素子11，12を介して各別に接地
している。電流制限素子11，12は、例えば抵抗素子からなり、インバータ部10の出力端間
に直列接続されている。そして、電流制限素子11，12の接続点がグランドに接地されてい
る。なお、電力変換装置１の出力端子19と給電路５との間に漏電遮断器４が接続されてい
る。
【００１９】
　而して、何れかの負荷３若しくは給電路５から負荷３への給電線50で漏電等が発生する
と、給電線50と給電路５と接地回路で形成される電流ループに漏洩電流又は地絡電流(以
下、漏洩電流等と略す。)が流れる。このとき、接地回路を構成する電流制限素子11(又は
12)によって漏洩電流等が制限されるため、感電事故などの発生を回避することができる
。さらに、電流ループに流れる漏洩電流等を検出した漏電遮断器４が動作(トリップ)する
ことにより、電流ループが遮断されて漏洩電流等が流れなくなる。
【００２０】
　上述のように本実施形態の電力変換装置１では、インバータ部10の出力端が接地回路に
よって接地されているので、電力系統から切り離された状態でも漏電や地絡の検出が可能
になる。
【００２１】
　(実施形態２)
　本実施形態の電力変換装置１は、給電路５に流れる不平衡電流を検出する電流検出器13
と、電流検出器13で検出される不平衡電流が所定のしきい値を超えた場合にインバータ部
10から給電路５への電力供給を停止させる電力供給停止手段とを備えている。
【００２２】
　電流検出器13は零相変流器からなり、接地回路と出力端子19との間に設けられている。
また電力供給停止手段は、電流検出器13と出力端子19との間に設けられた開閉部14と、漏
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電検出部15とで構成される。開閉部14は、例えば、インバータ部10の出力端と出力端子19
との間に挿入された常閉型の電磁リレーからなる。漏電検出部15は、電流検出器13で検出
される不平衡電流のレベルを所定のしきい値と比較し、不平衡電流のレベルがしきい値を
超えた場合に開閉部14の電磁リレーをオフさせてインバータ部10から給電路５への電力供
給を停止させる。なお、このような漏電検出部15は論理回路又はマイクロコンピュータな
どで実現可能である。
【００２３】
　而して、給電線50と給電路５と接地回路で形成される電流ループに漏洩電流等が流れ、
電流検出器13で検出される不平衡電流のレベルがしきい値を超えると、漏電検出部15が開
閉部14を開成させるので、電流ループが遮断されて漏洩電流等が流れなくなる。
【００２４】
　上述のように本実施形態の電力変換装置１では、電流検出器13と電力供給停止手段(開
閉部14及び漏電検出部15)を備えたことにより、漏電遮断器４が無くても漏電や地絡の検
出及び給電路５の遮断が可能になる。
【００２５】
　ここで、実施形態１，２ではインバータ部10の一対の出力端が双方とも電流制限素子11
，12を介して接地されているが、図３(ａ)に示すように一方の出力端(図示例では上側の
出力端)のみが電流制限素子11を介して接地されていても構わない。さらに、図３(ｂ)に
示すようにインバータ部10の一方の出力端のみが電流制限素子11を介さずに接地されても
構わない。ただし、接地回路が図３に示す構成であれば、インバータ部10の接地されてい
ない側の出力端に接続されている方の給電路５で発生した漏電等しか検出することはでき
ない。なお、図３とは逆にインバータ部10の他方の出力端(下側の出力端)のみが接地され
ても構わない。
【００２６】
　(実施形態３)
　本実施形態の電力変換装置１は、図４に示すように系統連系形の太陽光発電システムに
おけるパワーコンディショナとして構成されている。ただし、本実施形態の基本構成は実
施形態２と共通であるので、共通の構成要素には同一の符号を付して適宜説明を省略する
。
【００２７】
　本実施形態の電力変換装置１では、インバータ部10の出力端間に開閉部14と解列開閉器
16が並列に接続され、開閉部14の出力側に接地回路と電流検出器13が設けられている。解
列開閉器16は、インバータ部10の出力端と、系統連系用端子部18との間に設けられており
、系統連系用端子部18に接続された電力系統100をインバータ部10から切り離す(解列する
)ものである。つまり、電力変換装置１は、通常、電力系統100がインバータ部10の出力端
と接続されて系統連系運転を行い、停電等の異常時に解列開閉器16が解列して自立運転を
行う。ただし、このように系統連系運転と自立運転が切り換えられる太陽光発電システム
については従来周知であるから、詳細な構成及び動作の説明は省略する。
【００２８】
　漏電検出部15は、電流検出器13で検出される不平衡電流のレベルを所定のしきい値と比
較することで漏電等を検出する。そして、系統連系運転中に漏電等を検出した場合、漏電
検出部15は、解列開閉器16を解列させるとともに開閉部14の開成させて電力系統100並び
にインバータ部10から給電路５への電力供給を停止させる。また、自立運転中に漏電等を
検出した場合、漏電検出部15は、開閉部14の開成させてインバータ部10から給電路５への
電力供給を停止させる。
【００２９】
　上述のように本実施形態の電力変換装置１では、系統連系形の太陽光発電システムにお
けるパワーコンディショナであり、電力系統から切り離された状態(自立運転中)でも漏電
や地絡の検出が可能になる。
【００３０】
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　ここで、インバータ部10の出力端に電流検出器を設け、この電流検出器で検出される不
平衡電流がしきい値を超えた場合に漏電検出部15が解列開閉器16を解列させたり、開閉部
14を開成させてもよい。また、インバータ部10が入力側と出力側が絶縁されていない非絶
縁型である場合、インバータ部10の入力端に電流検出器を設けても構わない。さらに、実
施形態１と同様に電力変換装置１の出力端子19(自立運転用の端子部)と給電路５の間に漏
電遮断器４が挿入されてもよい。
【００３１】
　あるいは、インバータ部10の入力側又は出力側の何れか一方に直流漏電検出器が設けら
れ、この直流漏電検出器で検出される漏電電流がしきい値を超えた場合に漏電検出部15が
解列開閉器16を解列させたり、開閉部14を開成させてもよい。このようにすれば、電力変
換装置１の自立運転中に漏電等が生じた場合に負荷３への電力供給を停止することができ
る。なお、上述のような直流漏電検出器は従来周知であるから詳細な構成の図示及び説明
は省略する。
【符号の説明】
【００３２】
　１　電力変換装置
　10　インバータ部
　11，12　電流制限素子(接地回路)

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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